誓　　約　　書


市営納骨堂の使用については、前橋市営納骨堂条例、同施行規則を遵守し、許可のあった日から５年以内に焼骨を引き取ります。
また、使用許可を取り消された場合は、遅滞なく焼骨を引き取ります。
上記の焼骨引き取りを行わなかった場合、焼骨を市により処理されることに異議を申しません。
焼骨の処理に係る費用については、使用者にて負担し、市には一切の迷惑をかけません。
以上、誓約いたします。
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